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岡山市の障害者（児）の状況 

 

１ 障害者（児）数 

区 
 

 

分 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病患者 障害児 

身体障害者 

手帳所持者 

療育手帳 

所持者 

精神障害者 

保健福祉手帳 

所持者 

特定医療費

（指定難病）

受給者 

障害児入所支

援・障害児通

所支援受給者

（延人数） 

人数 23,401 6,178 6,592 6,218 3,517 

（令和２年 3 月 31 日現在） 

  

２ 身体障害者の状況 

(1) 障害別の状況 

 

障害種別では、肢体不自由が最も多く、次いで内部障害となっています。 

 

 

1,552 1,529 1,515 1,508 1,512 
1,705 1,682 1,711 1,712 1,698 

292 299 298 292 299 

12,947 12,673 12,466 12,245 11,981 

7,457 7,559 7,644 7,775 7,911 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
（人）

※平成27年度末、職権更正により減少

身体障害者の状況（障害者別）

内部障害 肢体不自由

音声・言語・そしゃく機能障害 聴覚・平衡機能障害

視覚障害
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 (2) 等級別の状況 

 

等級別にみると、重度とされる１・２級の方が約５割となっています。 

 

(3) 年齢別の状況 

 

年齢別では、６５歳以上の方が約７割となっています。 

7,981 7,961 7,928 7,943 8,010 

3,877 3,836 3,787 3,739 3,677 

3,140 3,101 3,115 3,122 3,117 

6,108 6,008 5,931 5,824 5,717 

1,514 1,521 1,560 1,598 1,598 

1,333 1,315 1,313 1,306 1,282 

0
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（人）

※平成27年度末、職権更正により減少

身体障害者の状況（等級別）

1級 2級 3級 4級 5級 6級

542 497 462 
6,538 6,388 6,240 

16,873 16,749 16,699 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成27年度 平成29年度 令和元年度（人）

身体障害者の状況（年齢別）

18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上
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３ 知的障害者の状況 

(1) 等級別の状況 

 

 この４年間で重度とされる療育手帳 A 所持者が１３５人、中・軽度とされ

る療育手帳 B 所持者が５３４人増加しており、全体では、この 4 年間で約１

２%の増加となっています。 

 

(2) 年齢別の状況 

 

 １８歳以上の年齢層が増加しており、全体的に高年齢化が進んでいます。 

1,962 2,002 2,031 2,066 2,095 

3,556 3,697 3,900 3,956 4,083 

0
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
（人）

知的障害者の状況（等級別）

療育手帳A 療育手帳B

1,485 1,582 1,551 

3,687 
3,992 4,249 

337 
357 

378 

0
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5,000

6,000

7,000

平成27年度 平成29年度 令和元年度（人）

知的障害者の状況（年齢別）

18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上
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４ 精神障害者の状況 

(1) 等級別の状況 

 

２級・３級が増加していますが、特に３級が増えています。 

 

(2) 年齢別の状況 

 

どの年齢層も増加しています。１８歳以上６５歳未満が、全体の約８割と

なっています。 

470 469 459 459 461 

2,931 3,083 3,174 3,337 3,484 

1,451 
1,731 

2,101 
2,382 

2,647 
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1級 2級 3級

68 87 98 
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825 
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18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上
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５ 難病患者の状況 

(1) 患者数の推移 

 

  難病については、平成２５年４月に障害者総合支援法の対象になりまし

た。また、対象疾病は、逐次拡大されています。 

 

６ 障害児の状況 

 

 児童発達支援、放課後等デイサービスの利用者が大きく伸びています。 

6,295 

6,660 

5,732 

6,006 

6,218 

5,200

5,400
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6,000

6,200

6,400
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
（人）

特定医療費（指定難病）受給者数

難病患者の状況

難病患者

97 101 89 88 78 

904 982 1,212 1,357 1,430 

782 
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1,618 

1,771 
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障害児入所支援 児童発達支援 放課後等デイサービス
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福祉に関するアンケート調査の結果について 

 

１ アンケートの概要 

  障害者プランの見直し及び障害福祉計画・障害児福祉計画を策定するにあたり、障害

児者及びその介護者等の状況を把握するため、アンケート調査を実施しました。 

 

２ 対象者 

  令和２年７月現在で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害保健福祉手帳・特定医療

費（指定難病）受給者証を持っている方及び障害児（通所支援支給決定者等）から 3,400

人を無作為抽出しました。    

種   別 人   数 

障

害

者 

身体障害者手帳所持者  ８５１人 

療育手帳所持者 ８００人 

精神障害者保健福祉手帳所持者 ８１８人 

特定医療費（指定難病）受給者証所持者 １５２人 

障害児の保護者 ７７９人 

合    計 ３，４００人 

 

３ 調査方法・調査期間 

   郵送による配布回収 

   令和２年７月９日から８月１１日まで 

 

４ 回収率 

 （１）障害者 回収１，３１６件（回収率５０．２％）       

手帳所持等の状況 人数（重複あり） 

身体障害者手帳所持者  ６１６人 

療育手帳所持者 ５１４人 

精神障害者保健福祉手帳所持者 ３４６人 

特定医療費（指定難病）受給者証所持者 １６８人 

発達障害（診断あり） ３２０人 

 （２）障害児の保護者 回収４２２件（回収率５４．２％） 

児童の手帳所持等の状況 人数（重複あり） 

身体障害者手帳所持者   ２２人 

療育手帳所持者 １２３人 

精神障害者保健福祉手帳所持者 ９人 

特定医療費（指定難病）受給者証所持者  ３人 

発達障害（診断あり） ３８０人 
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全
体

(n
=1

31
6)

身
体

障
害

者
(n
=6

16
)

知
的

障
害

者
(n
=5

14
)

精
神

障
害

者
(n
=3

46
)

難
病

認
定

者
(n
=1

68
)

発
達

障
害

者
(n
=3

20
)

（
％

）

障
害

者
 

 

 

問
６
 
日

常
生
活

に
お

け
る

介
助

③
 

                                      

⑨ お 金 の 管 理  ⑩ 薬 の 管 理  

一
部
介
助
が
必
要

全
部
介
助
が
必
要

24
.4

19
.0

28
.6 30
.9

20
.8

33
.8

29
.4 32

.1

54
.5

10
.7

19
.6

39
.1

0.
0

20
.0

40
.0

60
.0

全
体

(n
=1

31
6)

身
体

障
害

者
(n
=6

16
)

知
的

障
害

者
(n
=5

14
)

精
神

障
害

者
(n
=3

46
)

難
病

認
定

者
(n
=1

68
)

発
達

障
害

者
(n
=3

20
)

（
％

）

18
.9

14
.9

23
.9

19
.4

16
.1

29
.4

26
.8

32
.5

46
.9

10
.1

19
.6

32
.2

0.
0

20
.0

40
.0

60
.0

全
体

(n
=1

31
6)

身
体

障
害

者
(n
=6

16
)

知
的

障
害

者
(n
=5

14
)

精
神

障
害

者
(n
=3

46
)

難
病

認
定

者
(n
=1

68
)

発
達

障
害

者
(n
=3

20
)

（
％

）

-
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障
害

者
 

 問
７

 
（

問
６

で
「

一
部

介
助

が
必

要
」
又

は
「

全
部

介
助
が

必
要
」

と
答

え
た

方
）

 

あ
な
た

を
介

助
し

て
く

れ
る
方

は
主

に
誰

で
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

に
○
）

 

 問
７

 
主

な
介

助
者

 

                  
 

4
7.

3
 

1
3
.1
 

5
.1

 

2
.2
 

3
7.

8
 

6
.
2 9
.7
 

4
1
.0
 

1
6.
4 

7
.8
 

2
.2
 

4
3.

5
 

5
.
4 9
.
2 

6
3.

4
 

2
.
0 

0
.2
 

2
.9
 

3
4
.3
 

2
.
7 

9
.9
 

5
0
.0
 

1
3.
4 

4
.1
 

2
.1
 

3
0
.9
 

1
2.

9
 

9
.8
 

2
5.

7
 

3
6.

2
 

1
2
.4
 

2
.9
 

3
5.
2 

8
.6
 

9
.5
 

6
5
.1
 

4
.0
 

1
.
2 

2
.
4 

2
8.
1 

4
.8
 

10
.
8 

0
2
0

4
0

6
0

8
0

全
体

(
n=

90
0)

身
体
障

害
者

(
n=
44

6)

知
的

障
害
者

(
n=

4
43
)

精
神
障

害
者

(
n=
19

4
)

難
病
認

定
者

(
n
=1
0
5
)

発
達

障
害

者

(n
=
24
9)

父
母

・
兄

弟
・

姉
妹

配
偶
者

子
ど
も

祖
父
母

ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ

ー
や
施

設
の

職
員

そ
の

他
の

人
（
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

等
）

無
回
答

(
%)

障
害

者
 

 問
８
 
（

問
７
で

１
．
「

父
母

・
兄
弟

・
姉
妹

」
、
２

.
「

配
偶

者
（

夫
ま

た
は

妻
）
」
、

３
.
「
子
ど

も
」
、

４
．

「
祖
父

母
」
と

答
え
た

方
）

 

あ
な

た
を

介
助
し

て
く

れ
る

家
族
で

、
特
に

中
心

と
な

っ
て

い
る

方
の

年
齢

、
性

別
、

就
労
状

況
、

健
康

状
態

を
お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

 ①
年

齢
（

令
和

２
年

６
月

１
日

現
在

）
 

（
問

７
で

１
．
「
父

母
・

兄
弟

・
姉
妹

」
、

２
.
「

配
偶

者
（

夫
ま

た
は

妻
）
」、

３
.
「

子
ど
も

」
、

４
．

「
祖

父
母

」
と
答

え
た

方
）

 

②
 性

別
（
○

は
１

つ
だ

け
）

 

問
８

 
介

助
者

に
つ

い
て

 

         
 

      
 

                    
 

    
 

2
0代

以
下

1
.2
%

3
0代

3
.0
%

4
0
代

8
.
3
%

5
0
代

2
8.
2
%

6
0代

2
9
.
1%

7
0代

2
1
.
9%

8
0代

以
上

6
.
5
%

無
回
答

1
.
8
%

(
n
=
56
7
)

男
性

2
1
.
0
%

女
性

7
8.
0
%無

回
答

1
.1
%

(
n
=
56
7
)

-
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障
害

者
 

 

（
問

７
で

１
．
「

父
母

・
兄

弟
・

姉
妹

」
、

２
.「

配
偶

者
（

夫
ま
た

は
妻
）
」
、

３
.
「
子

ど
も

」
、
４

．

「
祖

父
母

」
と

答
え

た
方

）
 

③
 就

労
状
況

（
○

は
１

つ
だ

け
）

 

（
問

７
で

１
．
「

父
母

・
兄

弟
・

姉
妹

」
、

２
.「

配
偶

者
（

夫
ま
た

は
妻
）
」
、

３
.
「
子

ど
も

」
、
４

．

「
祖

父
母

」
と

答
え

た
方

）
 

④
 健

康
状

態
（
○

は
１
つ

だ
け

）
 

               
 

    
 

                     

就
労

し
て
い

る

4
4
.
3%

就
労

し
て

い
な

い

5
4.
0%

無
回
答

1
.8
%

(
n
=5
6
7
)

よ
い

2
3
.
3%

ふ
つ
う

5
7.
3%

よ
く
な
い

1
8.
7%

無
回
答

0
.7
%

(
n
=
56
7
)

障
害

者
 

 問
９

 
 

あ
な
た

は
身

体
障

害
者

手
帳

を
お

持
ち

で
す

か
。
（

○
は

１
つ

だ
け

）
 

問
９

 
身

体
障

害
者

手
帳

の
所
持

 

                 

【
身
体

障
害

者
手

帳
所

持
者

の
等

級
（

年
齢
別

）
】

 

                     

１
級

2
2.
3
%

２
級

1
1
.
9% ３

級

5
.
8
%

４
級

3
.9
%

５
級

1
.
7
%

６
級

1
.4
%

持
っ
て
い
な
い

4
5
.
1%

無
回
答

8
.
1
%

(
n=
1
,
31
6
)

2
2
.
3 

2
0
.
2
 2
9
.
6 

1
1
.
9 

1
1.
5
 

1
3
.
1 

5
.8
 

5
.3
 

7
.
9
 

3
.
9
 

2
.
8
 

8
.
2
 

1
.7
 

1
.1
 

4
.
1
 

1
.4
 

1
.1
 

2
.6
 4
5
.
1 

5
0
.
0
 

2
7
.
3
 

8
.1
 

8
.
1
 

7
.
1
 

１
級

２
級

３
級

４
級

５
級

６
級

持
っ
て
い
な
い

無
回
答

全
体

(
n=
1,
3
1
6)

1
8
歳
か
ら
6
4歳

(
n=
1,
0
3
8)

6
5
歳
以
上

(
n=
2
6
7)

(
%
)

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

-
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障
害

者
 

 問
1
0
 
 
（

問
９
で

１
.
「
１

級
」
、

２
.
「
２

級
」
、

３
.
「
３

級
」
、

４
.
「
４

級
」
、

５
.
「
５

級
」
、

６
.「

６

級
」

と
お

答
え
の

方
）

 

身
体
障

害
者

手
帳

を
お

持
ち

の
場

合
、
主

た
る
障

害
を

お
答
え

く
だ

さ
い
。

 

（
○
は

１
つ
だ

け
）

 

問
1
0 

身
体
障

害
者

手
帳

所
持

者
の

主
た

る
障

害
 

                      
 

     
 

           

視
覚
障
害

9
.7
%

聴
覚
障
害

5
.7
%

音
声
・
言
語
・

そ
し
ゃ
く
機
能
障
害

3
.6
%

肢
体
不
自
由
（
上
肢
）

1
1
.
4%

肢
体
不
自
由

（
下
肢
）

2
6.
8%

肢
体
不
自
由
（
体
幹
）

1
7.
0
%

内
部
障
害
（
１
～
６
以
外
）

1
6
.
1%

無
回
答

9
.7
%

(
n
=
61
6
)

障
害

者
 

 問
1
1
 
 

あ
な

た
は

療
育

手
帳

を
お

持
ち

で
す

か
。
（

○
は

１
つ

だ
け

）
 

             

  

【
療

育
手

帳
所

持
者

の
等

級
（

年
齢

別
）
】

 

 

問
1
1 

療
育
手

帳
の

所
持

 

                                       

Ａ
判
定

1
8
.
7%

Ｂ
判
定

2
0
.
4%

持
っ
て
い
な
い

5
2
.
1%無
回
答

8
.9
%

(
n=
1
,
31
6
)

1
8
.
7 

2
2
.
0
 

5
.6
 

2
0.
4 2
4.
3
 

5
.6
 

5
2.
1
 

4
6
.
0 

7
6.
8
 

8
.
9
 

7
.8
 

1
2
.
0
 

Ａ
判
定

Ｂ
判
定

持
っ
て
い
な
い

無
回
答

全
体

(
n
=
1
,
31
6)

1
8歳

か
ら
6
4
歳

(
n
=
1
,
03
8)

6
5
歳
以
上

(
n
=
26
7)

(
%
)

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

-
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障
害

者
 

 問
1
2
 
 

あ
な

た
は

精
神
障

害
者
保

健
福
祉

手
帳

を
お

持
ち

で
す

か
。
（

○
は

１
つ

だ
け

）
 

             

  

【
精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳
所
持

者
の

等
級

（
年

齢
別

）
】

 

 

問
1
2 

精
神

障
害
者

保
健

福
祉

手
帳

の
所
持

 

  
 

                                     

１
級

2
.8
%

２
級

1
4
.
7%

３
級

8
.7
%

持
っ
て
い
な
い

6
4.
9
%無
回
答

8
.8
%

(
n=
1
,
31
6
)

2
.
8
 

3
.1
 

1
.
5
 

1
4.
7
 

1
6
.
4 

8
.6
 

8
.7
 

1
0
.
0
 

4
.
1
 

6
4.
9 

6
2.
9 

7
4
.
2
 

8
.8
 

7
.
6
 

1
1
.
6 

１
級

２
級

３
級

持
っ
て
い
な
い

無
回
答

全
体

(
n
=
1,
3
1
6
)

1
8
歳
か
ら
6
4歳

(
n
=
1,
0
3
8
)

6
5歳

以
上

(
n=
2
6
7
)

(
%)

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

障
害

者
 

 問
1
3
 
 

あ
な

た
は

難
病

（
指

定
難

病
）

の
認

定
を

受
け

て
い

ま
す

か
。
（

○
は

１
つ

だ
け

）
 

             

  

【
難

病
の

認
定

者
（

年
齢

別
）
】

 

問
1
3 

難
病
の

認
定

 

                                   
 

 
 

受
け
て
い
る

1
2
.
8%

受
け
て
い
な
い

8
1
.
0%無
回
答

6
.2
%

(
n=
1,
31
6
)

1
2
.
8 

9
.
5
 

2
5.
8 

8
1.
0 

8
5.
0 

6
6.
7
 

6
.
2
 

5
.
5
 

7
.5
 

受
け
て
い
る

受
け
て
い
な
い

無
回
答

全
体

(
n=
1
,
31
6)

1
8歳

か
ら
6
4
歳

(
n=
1
,
03
8)

6
5
歳
以
上

(
n
=
26
7)

(
%)

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

-
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障
害

者
 

 問
1
4
 
 

あ
な

た
は

発
達
障

害
と
し

て
診
断

さ
れ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。（

○
は

１
つ

だ
け

）
 

             

  

【
発
達

障
害
の

診
断
（

年
齢

別
）
】

 

 

問
1
4 

発
達

障
害
の

診
断

 

   

           

  
 

あ
る

2
4.
3%

な
い

7
0.
7
%無
回
答

5
.
0
%

(
n=
1
,
31
6
)

2
4.
3
 

2
9.
7 

3
.
7
 

7
0
.
7 

6
6.
2
 

8
9
.
1
 

5
.0
 

4
.1
 

7
.1
 

あ
る

な
い

無
回
答

全
体

(
n
=
1,
3
1
6
)

1
8
歳
か
ら
6
4
歳

(
n
=
1,
0
3
8
)

6
5歳

以
上

(
n=
2
6
7
)

(
%)

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

障
害

者
 

 問
1
5
 
 
あ
な

た
は
高

次
脳
機

能
障

害
と

し
て

診
断

さ
れ

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。
（
○

は
１

つ
だ

け
）

 

              

問
1
6
 
 
問

1
5
で

１
.「

あ
る

」
を
選

択
さ
れ

た
方

は
、

そ
の

関
連

障
害

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
に

○
）

 

              

問
1
5 

高
次
脳

機
能

障
害

の
有

無
 

        
 

     
 

      

問
1
6 

高
次
脳

機
能

障
害

の
主

た
る

障
害

 

               
 

    

7
.
4
 

6
.6
 

9
.7
 

8
7.
8
 

8
9
.
1 

8
3.
5 

4
.9
 

4
.
3
 

6
.
7
 

あ
る

な
い

無
回
答

全
体

(
n
=
1,
31
6
)

1
8
歳
か
ら
6
4
歳

(
n
=
1,
03
8
)

6
5歳

以
上

(
n=
26
7
)

(
%
)

0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
3.

4
 

9
.3
 

4
0
.2
 

4
7.

4
 

4
5
.4
 

26
.
8 

22
.
7 

5
.2

 

1
7
.6
 

1
1
.8
 

3
5.
3 

4
8.

5
 

4
4
.1
 

2
9.

4
 

2
3
.5
 

5
.9
 

3
.
8 

0
.0

 

5
7
.7
 

4
6.

2
 5
0
.0
 

2
3.

1
 

2
3.

1
 

0
.0

 

0
20

4
0

6
0

全
体

(
n=

9
7)

1
8
歳
か

ら
6
4
歳

(
n
=6
8
)

6
5歳

以
上

(
n=

2
6)

視
覚

障
害

聴
覚

障
害

音
声
・

言
語
・

そ
し

ゃ
く

機
能

障
害

肢
体
不

自
由

（
上

肢
）

肢
体
不

自
由

（
下

肢
）

肢
体
不

自
由

（
体

幹
）

内
部
障

害
（

１
～

６
以

外
）

無
回
答

(
%
)
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障
害

者
 

 問
1
7 
 
あ
な

た
が

現
在

医
療

的
ケ

ア
を

受
け

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
内

容
を
ご

回
答
く

だ
さ
い

。
 

（
あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

に
○

）
 

              

問
1
8
 
 
あ

な
た
は

現
在
ど

の
よ
う

に
暮
ら

し
て

い
ま

す
か

。
（
○

は
１

つ
だ

け
）

 

              

問
1
7 

現
在

受
け
て

い
る

医
療

的
ケ

ア
 

   
 

                

問
1
8 

現
在

の
暮
ら

し
方

 

    
 

1
.
5
 

0
.
9
 

1
.
8
 

2
.
8
 

2
.
6
 

0
.5

 

0
.
2
 

1
.
5
 

1
.4

 

0
.
8
 

2
3
.
9 

6
.
4
 

6
6.

7
 

0
2
0

4
0

6
0

8
0

気
管

切
開

人
工

呼
吸

器
（

レ
ス

ピ
レ

ー
タ

ー
）

吸
入

吸
引

胃
ろ

う
・

腸
ろ

う

鼻
腔

経
管

栄
養

中
心

静
脈

栄
養

（
Ｉ

Ｖ
Ｈ

）

透
析

カ
テ

ー
テ

ル
留

置

ス
ト

マ
（

人
工

肛
門

・
人

工
膀

胱
）

服
薬

管
理

そ
の

他

無
回

答

(
%
)

(
n
=
1
,
3
1
6)

19
.
0 

18
.
3 

7
.2
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